
神出病院における患者への 
集団虐待・暴行事件について

認定NPO法人大阪精神医療人権センター理事 
有我譲慶（ありが・じょうけい）看護師

認定NPO法人大阪精神医療人権センターライブ配信 
2020年3月16日

 精神病院で虐待 6看護師逮捕  
 神戸・西区　患者に放水、監禁容疑   
   スマホ虐待動画数十点 常態化か　



患者を全裸にして椅子に座らせ 
ホースやバケツで水をかける



ベッドを逆さにして患者を監禁 
面白がって動画に撮る



虐待の様子を撮影する



神出病院の患者集団虐待暴行事件
兵庫錦秀会 神出病院　精神科・内科４６５床　神戸市西区　 
　「関西最大級の医療グループ」と自認する錦秀会グループ傘下 

入院患者への虐待と暴行 2020年3月4日マスコミ報道 
　集団虐待事件　元看護助手1人と看護師5人の6人を逮捕 
容疑：監禁・準強制わいせつ容疑・暴力行為等処罰法違反 
被害者：50～70代の男性患者3人 
・暴行　裸にしてトレイで座らせ、水をかける　 
・監禁　柵付きベッドを覆いかぶせて閉じ込め　 
・強制わいせつ　男性患者同士でキスを強制　 

元看護助手が別の強制わいせつ事件で逮捕の捜査で偶然虐待が発覚 
容疑者のスマホに虐待動画が約３０本保存　LINEで共有 
元看護助手は「患者の反応が面白かった」 

●神戸市は3月6日に立ち入り調査、虐待の聞き取り

( か ん で )



兵庫錦秀会神出病院の理念と方針　ホームページより
病院理念　　　　　いのち 
　　　　「やさしく生命をまもる」 
病院方針 
1.社会の求める質のよい医療を提供します。 
2.基本的人権に配慮し、安らぎと温かみのある 
明るい病院作りに努めます。 
3.安全に配慮した医療環境の実現に努めます。 
4.やりがいのある楽しく活気ある職場作りを目指します。 
5.職員の教育・研修に努めます。 

理事長　藪本雅巳 
院長　大澤　次郎 
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神戸駅から電車バスで１時間半 
  明石市の郊外、茂みと畑の中  
 こんな所にポツンと精神病院  



• 神戸市の北西端、西区。明石市の郊外といっていいような地域に住宅
地から離れたところにポツンとある。「治療環境は田園地域に有り、
静かでゆったりとした雰囲気を持っております」 

• 精神一般病棟３（内科合併症対応病棟１）・精神療養病棟４  
慢性期・高齢者中心の４６５床と大規模精神病院 

• 看護学校と老人保健施設を併設 
看護学校卒後就職者が多いよう 

• 1999年「西日本最大級の医療法人グループ」錦秀会グループ傘下に  
理事長は同じく藪本雅巳氏 

• 兵庫県精神医療人権センターの訪問申し入れを断る

兵庫錦秀会 神出病院の特徴



看護師の口コミサイト「ナスコミ」より
• 患者様に対する言葉の掛け方、接し方はひどすぎます。わざと患者様
を挑発させる言葉掛けや、怒鳴り声もある。 

• 患者様を人として接しない、人権や尊厳というものがないと感じま
す。ケアの質も悪く、まるで必要な処置や検査を行わない。 

• いくら精神科とはいえ 患者を部屋に閉じ込めガムテープでドアを閉
じる等 行き過ぎている感じがします。 

• 患者さんだけでなく、スタッフも大声をあげるし、患者さんへの暴言
もある。 びっくりです。 

• 設備、待遇何もかも不満で辞めました。患者の尊厳なんてこれっぽっ
ちも配慮されていませんでした。病院の体制が変わらない限り永…

虐待が起きやすい環境ではなかったのか？



錦秀会グループ
・基本理念　「やさしく生命をまもる」 

・医療法人３ 
　錦秀会・兵庫錦秀会・聖和錦秀会 
 
・系列病院数は12、介護施設は14、 
　看護教育施設は2、訪問看護施設は3、系列企業は2企業 
 
・「関西最大級」を自称する巨大医療グループ　 
　合計病床数は約6,000床  
 
・病院グループの2015年度決算　事業収益ランキング第14位 

・不祥事　2012年訪問看護ステーションの療養費誤請求 
　聖和錦秀会へ改善勧告に対し、8,357万円返還

錦秀会グループCEO藪本雅巳理事長



錦秀会グループ 

自称「西日本最大級の医療法人グループ」
●医療法人 錦秀会 
　病院：７ 
　阪和病院・阪和住吉総合病院・ 
　阪和住吉総合病院・阪和記念病院 
　阪和第二病院・阪和第二住吉病院 
　阪和第一泉北病院・阪和第二泉北病院 
　医療機関：２ 
•  阪和インテリジェント医療センター 
•  インフュージョンクリニック 
　錦秀会看護学校 

•錦秀苑（介護老人保健施設） 
•  グループホーム清泉 
•  阪和訪問看護ステーション 
•  阪和ケアプランセンター 
•  阪和訪問ヘルパーステーション 

●医療法人財団 兵庫錦秀会 
　神出病院（精神科） 
　たちばな苑（介護老人保健施設） 
　看護学校 

●医療法人 聖和錦秀会 
　阪本病院（精神科） 
　阪和いずみ病院（精神科） 

●社会福祉法人帝塚山福祉会 
　特養など高齢者施設：１１

http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/hanwa/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/sumiyoshi/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/sumiyoshi/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/hanwakinen/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/hanwa2/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/sumi2/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/hanwadaiichi/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/hanwadaini/index.html
http://www.gan-kenshin.jp/
http://www.kic-clinic.jp/
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/kinsyuen/index.html
http://kinshukai.or.jp/hanwadaiichi/grouphome_seisen
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/kangostation/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/care/index.html
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/helperstation/index.html


• 別の事件の捜査で偶然発覚  
患者から被害を訴えられない  
内部告発はなかったのか？ 

• 常態化が考えられる　 
加害者が6人とかつてない規模で個人レベルの問題ではない 

• 患者が尊厳ある人として見られていない  
人権意識の低さ　医療看護の倫理・教育研修・マネージメントは？ 

• 意図的な虐待・からかい「患者の反応が面白かった」 

• 「関西最大の医療グループ」傘下　過去に訪問看護で請求不正

集団虐待暴行事件の深刻さ



ＣＡＰ (Child Assault Prevention=子どもへの暴力防止プログラム)より  14

精神科病院は、大切な権利を奪っていないか？



精神科で発覚したおもな虐待・暴力事件



虐待事件の発覚が続く  
精神病院の人権状況

• 公的病院・有力病院を含み虐待の発覚が続く、これも氷山の一角 

• 個々の精神科病院の医療ケアの質、人権意識の反映 

• 閉鎖性、密室性の高い精神病院では、患者が声を上げにくい 

• 強制入院が約半数で、多くの患者は自由を奪われ尊厳を奪われている 

• 自由と尊厳を奪われた入院者は傷つきやすく、虐待を受けやすい 

• 権利擁護制度が機能せず、第三者による権利擁護制度がない 

• 障害者虐待防止法から、病院と学校が対象になっていない
患者の権利、尊厳を守る仕組みがない日本の精神医療システムの問題



NPO大阪精神医療人権センター

•宇都宮病院事件をきっかけに１９８５年設立 
•当事者・家族・医療福祉従事者・弁護士・市民により設立。電
話・投書による相談の開始（ボランティア） 

•1993年大和川病院で患者不審死事件が発覚。不正請求を続け
てきた大和川病院など安田系３病院(1997年)、箕面ヶ丘病院
(2002年)を廃院に追い込む 

•２００３年精神医療オンブズマン～現療養環境サポーター活動 
•訪問相談の権利養護活動、精神保健・権利擁護制度に政策提言!17



!18



大和川病院事件1993年発覚

!19

暴行死、違法入院・拘束、電話・弁護人面会妨害、患者を番号で呼ぶ 
使役労働、職員水増し、3病院で24億円不正受給 1997年廃院　　 



箕面ヶ丘病院事件2001年
■大阪府が箕面市の精神病院に改善指導 

　患者拘束が日常化。看護婦数基準の半分 

　診療報酬不正受給で保険指定取り消し＞廃院

閑静な箕面の住宅街だ
が、高い杉で覆われ、
外からは様子がうかが

えなかった

 20



ポチと呼ばれた患者
５９歳の男性、ホールに
あぐらをかいて座ってい
ることが多かった。紐で
24時間、くくられてい
た。事件発覚後、さわ病
院に転院。買い物もでき
ている。箕面ヶ丘病院で
は食事もポータブルトイ
レの上でとらされてい
た。腹部をヒモで繋が
れ、自分で外すと牢名主
的な男性患者から怒られ
ていた

 21



訓練を受けた大阪精神医療人権センターのボランティ
アが、大阪府内のすべての精神科病院(60 病院、2 万
床)に訪問し、 立場上、ものが言えない入院患者の思
いを病院に伝え、改善を見届けている。 

この訪問活動報告は大阪府の療養環境検討協議会で検
討され、病院での環境、処遇の改善につなげている。

療養環境サポーター制度

!22



　入院中の精神障害者は、適切な医療を受け、安心して治療に専念することができるよう、 次の権利を有しています。 これら
の権利が、精神障害者本人及び医療従事職員、家族をはじめすべての人々に十 分に理解され、それが保障されることこそ、精
神障害者の人権を尊重した安心してかかれる医療を実現していく上で、欠かせない重要なことであることをここに明らかにし
ます。  

 1 常にどういうときでも、個人として、その人格を尊重される権利 
　 暴力や虐待、無視、放置など非人間的な対応を受けない権利  
 2 自分が受ける治療について、分かりやすい説明を理解できるまで受ける権利 
　 自分が受けている治療について知る権利  

 3 一人ひとりの状態に応じた適切な治療及び対応を受ける権利 
　 不適切な治療及び対応を拒む権利  
 4 退院して地域での生活に戻っていくことを見据えた治療計画が立てられ、 
 　それに基づく治療や福祉サービスを受ける権利  

 5 自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意見を表明し、自己決定できるようにサ ポート(援助)を受ける権利  
　 また、自分の意見を述べやすいように周りの雰囲気、対応が保障される権利  
 6 公平で差別されない治療及び対応を受ける権利 
　 必要な補助者“通訳、点字等”をつけて説明を受ける権利 
 7 できる限り開放的な、明るい、清潔な、落ちつける環境で治療を受けることができる権利  
 8 自分の衣類等の私物を、自分の身の回りに安心して保管しておける権利 
 9 通信・面会を自由に行える権利 
10 退院請求を行う権利及び治療・対応に対する不服申立てをする権利  

　これらの権利を行使できるようサポート(援助)を受ける権利 
　また、これらの請求や申し立てをしたことによって不利に扱われない権利  

大阪府精神保健福祉審議会 (2000年5月19日) 

入院中の精神障害者の権利に関する宣言 （大阪府）

!23



虐待事件・増え続ける強制入院 
隔離・身体拘束、閉鎖病棟

・精神科医療の人権は危機的状況 
　厚生労働省も専門職組織も解決に取り組まず 
　更に深刻化し続けている 
・世界一の精神病床の存在が過剰収容と長期入院を生む 
・権利擁護制度が機能しないまま放置されていること 
　により入院者は無権利状態に近い 
　

 24



2012年 石郷岡病院　保護室での虐待・傷害致死事件
暴行がビデオに残っていて、准看護師二人　傷害致死罪で2014年7月29日起訴  

2018年11月21日控訴審東京高裁判決 田中被告は無罪、菅原被告は「暴行罪」で時効

 25

NHKハートネットTV 
ある青年の死「石郷岡病院事件」https://youtu.be/21AzmodMUHQ 

2012年1月３日救急搬送、頚椎骨折・頸髄損傷で首から下の四肢麻痺 
翌日 一時心肺停止　2年後 衰弱による肺炎で死亡

病院・学校を含め、障害者虐待防止法の改正が必要



2017年5月大和病院事件　身体拘束後死亡 
ニュージーランド青年ケリー・サベジさん

!26

ニュージーランドの新聞 
NZヘラルドの一面トップ  
2017年7月13日で報道



「日本に行き遺骨で戻ってきた」NZ男性 
身体拘束で死亡　遺族は調査要望 2018年11月16日弁護士ドットコム 

神奈川県大和市の精神科病院で2017年5月、長時間の身体拘束を受け亡く
なったニュージーランド人のケリー・サベジさん（当時27）の遺族と支援
団体が11月16日、身体拘束の改善を求める書簡を政府に提出した。提出
後、遺族らは東京・霞が関の厚生労働省で会見し、「2度と同じことは起き
てほしくない。独立した調査委員会を立ち上げてほしい」と訴えた。

亡くなったケリー・サベジさんの母マーサさん

!27



精神医療審査会は強制入院の
チェック機能なし

■医療保護入院の適否のチェックは現地調査なく書類のみ 
　入院届け・定期報告267,873件中 （平成２６年度衛生報告例の統計。１年以上の更新含
　　　　　　入院形態の変更となったのは１８件のみ。0.006% 

　　さらに「入院不要」となり退院したのは５件、0.004% 
　　99.994%と純金並の医療保護入院認可率 

　人権規約が求める、全件に関する合法性の審査といえず、書類を追認するだけの審査。
　年間に18,310件の強制入院をわずか４０名の委員でチェックするのは不可能（大阪府）
　書類だけでなく、現地調査を行うべき。

■退院請求・処遇改善請求件数は平成２６年度で合計３,７５４件に過ぎない 
入院患者数約３０万人に対して少なすぎ。 
退院請求が認められたのは4.8% 
「1991年の精神病者の保護及び精神保健ケア」の改善の国連原則の条
件を満たさない(原則１７　審査機関のあり方  原則１８　手続保障) 

原則１８　手続保障について 
 28



2014年の医療保護入院審査 
では合計266,848件中 
他の入院形態への移行:13件 
入院継続不要:2件 
書類審査だけで実質チェック 
機能なく人身の自由を制限 
権利擁護制度は機能せず 
誰のための精神医療なのか !29



障害者虐待防止法 
対象に医療機関と学校・保育所を含むべき
　・養護者による障害者虐待 
　・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 
　・使用者による障害者虐待
障害者福祉施設従事者等とは…　 
　障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」または
「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する人が該当 
　※学校（幼稚園，小中高大学，専門学校など），保育所，医
療機関（病院，診療所）は含まれない 

• 精神科の問題事件の年表を見てわかるように 
精神保健福祉法は、入院者等精神障害者の権利を擁護できていない



人としての尊厳と自由
人生の危機、人間的苦悩の極限としての精神症状 
「狂気とは深い苦しみに裏打ちされた表現」 
「生きる苦悩の最大化した状態」 

誰もが狂気から自由ではあり得ない 
人間性の一部であることを認める 
「頭がおかしくなりそう」な苦悩は誰でもありうる 
 
症状ではなく「ニーズ」に対応する

 31



• 「厄介者の収容所」として始まった精神病院の歴史 

• 尊厳と自由を奪われた障害者を集団管理。それに慣れていく
と、相手が尊厳ある人、価値ある人間と見られなくなる 

• 精神保健福祉法が精神障害者の権利を否定しており 
権利を守る制度の欠落が、虐待が起きる背景 

• 障害者虐待防止法の対象から病院・学校が除外されていること
も大問題。精神科の問題事件の年表からすれば、虐待の温床 

• ナイチンゲール「看護とは生命力の消耗を最小化するよう生活
を整えること」看護の本質として今も揺るがない原則

尊厳を傷つける精神医療システム



「施設神経症」ラッセル・バートン
•精神病院において見出される施設神経症 
少数職員による障害者・弱者の集団管理下で 

•すべてを包囲する束縛の組織 

•プライバシーの欠如
　たいていの病院では少数ではあるが、ものごとがわかっていない職員
が、いいなりにならない患者たちに、こっそり身体的に暴力を加えている
──おそらく、患者たちを、いうことを聞かない子供だとみなし・・・・ 
　暴力、おどかし、乱暴な扱い、過酷、からかい、そしてひどい扱いは常
に病院に潜んでおり、くすぶっていて今にもボーッと燃えあがりそうな状
態にある。・・・管理側はいつでもこのような状態が起こりうるというこ
とを考えておかなくてはならない。



＜おどかし＞ 
いじめ、おどし、叫んだり大きな権力的な声で話すことによって患者を 
圧迫すること、患者の話を聞いてあげないこと、患者の願いや要求を 
無視することなど・・・多くの場合、精神病者にこういうことをするの
は、トレーニングを受けていない病院の職員である。 

「施設神経症」ラッセル・バートンより

＜からかいと痛めつけ＞ 
経験のない、感受性の鈍い人が精神病患者とかかわ
ろうとする際もちいる方法である。多くの未熟な職
員は自分達は技量に欠けていると思わせられる患者
に対して、最初は無力であるように感じる。その結
果生じる敵意は、患者をからかったり、痛めつける
ことで発散される。 



安心してかかれる精神医療を

•権利が守られ、自分が尊重されていると感じられれば 
こじれることなく速やかに回復する 

• 現実はそれに反する強制医療であり，尊厳を軽視している 

• 「生命力の消耗」を拡大し、問題を複雑化こじらせる 

• 当事者の傷つき体験、被害は大きくなる 

• 権利擁護をおきざりにした精神医療の間違った枠組みを
真面目に押し進めるほど矛盾が大きくなる



障害者権利条約に反する現実
• 12条3　障害者がその法的能力の行使に当たって必要とす
る支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる　 
• 14条1b　不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、い
かなる自由の剥奪も法律に従って行われること及びいかな
る場合においても自由の剥奪が障害の存在によって正当化
されないこと 
• 15条　拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つけ
る取扱い若しくは刑罰からの自由 
• 16条　搾取、暴力及び虐待からの自由 
• 19条　どこで誰と生活するかを選択する機会を有すること
並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと



障害者権利条約　第33条
2 …締約国は、当該仕組みを指定し又は設置する場合には、人権の保
護及び促進のための国内機関の地位及び機能に関する原則を考慮に入
れる。  
 
3 市民社会、特に、障害のある人及び障害のある人を代表する団体
は、監視〔モニタリン グ〕の過程に完全に関与し、かつ、参加する。

!37



精神科病院にこそ権利擁護を
• 障害者の施設収容・集団管理は、入所者・入院者の  
人として生きる力と尊厳をそこなう 

• 精神科病院では約半数を占める医療保護入院者は判断能力や主
体性がなくなく、医療とともに保護すべき存在とされ、意に沿わ
ない強制医療や行動制限で、尊厳が奪われる 

• 精神科病院とはそうした虐待が起きやすい環境であるから  
人の尊厳、権利を守る仕組み、しっかりした権利擁護背が必要 

• 自覚的でなく、現状の精神医療のシステムの  
効率的な運用をするならば、入院者の尊厳と権利はそこなわれる



権利擁護制度を機能させる１
日本の精神医療のシステムは患者の権利を奪う構造 
精神保健福祉法自体が、一私人の精神科医などにより 
患者の権利を容易に制限できる仕組みで、 
その適否のチェック機能が実質ない 
 
看護スタッフは尊厳を奪われ傷ついた患者の権利を 
軽視することに慣れてしまい、集団管理の中で虐待は起きやすい 
 
病院や看護部の医療理念と実践が重要 
例：患者の人権、尊厳を守り、権利擁護の仕組みを作る 
　権利擁護活動をする外からの訪問を受け入れる 
　安心してかかれる精神医療の実現を目指す 
　入院中心から地域生活へのケア・支援への転換をはかる、など



権利擁護制度を機能させる２
オンブズマン的な病院訪問の受け入れや 
院内での権利擁護の仕組み 
　例：光愛会第三者委員会（苦情処理にとどまらず第三者が
相談に応じて、第三者による委員会で検討する） 
 
意識して転換させるという志向がとても重要 
・医療機関のリーダーシップ 
・現場のモチベーション 
・医療機関内の民主的な関係が重要 

機能する権利擁護制度が必要　 
第三者による権利擁護制度　  
医療保護入院自体を廃止方向で見直す



病院・医療法人内の人権擁護の例



・入院中心主義が地域精神保健への転換を遅らせてきた。
・精神科救急モデルの推進は、強制入院と隔離・身体拘束、閉鎖
病棟を増やしてきた。
・精神科における事件や事故報道は絶えず、入院が傷つき体験に
なっていると訴える当事者は多い。 
・医療保護入院制度、精神科特例は廃止を検討するべき 
・第三者による権利擁護制度へと根本的に改革することが必要 
・精神病床には「吸引力」があり、自然減は期待できない。
・病床を計画的に削減し、地域精神医療への転換を診療報酬で誘
導し、予算も人員も地域精神保健へ転換すること

・強制と入院中心の日本の精神医療を、尊厳を軸とした地域精神
保健に転換することが必要。人間としての尊厳が守られ、
安心してかかれる精神科医療と地域生活支援を !42

精神保健の課題と方向性



世界の流れに逆行する 
日本の精神医療



ドイツ→

日本の精神医療は今も入院中心 
（OECD平均0.7床、日本2.7床）

↓日本

イタリア→

←米国

豪州→
英国

韓国↓

←─フランス

OECD　Health Data in 2000・2015

人口1,000人あたり精神科病床数 
1960 - 2015年 

ベルギー↑

＊アメリカ・オースト
ラリア・韓国は2014　
オランダは2013

フィンランド↓

OECD平均
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

オーストラリア
ベルギー
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フランス
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ハンガリー
イタリア
日本
韓国
オランダ
ノルウェイ
スペイン
スウェーデン
スイス
イギリス
アメリカ
OECD平均
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・人間として向き合う精神科医療をめざした 
　呉秀三の提起を生かせなかった 

・1963年、アメリカのケネディー教書の後、 
　世界は脱精神病院、地域精神保健に向かったのだが 
 
・日本は精神病院収容主義、市民としての尊厳より、治安的視
点が優位。精神障害のある人を危険視、薬と管理の精神医療



平均在院日数2000,2011

日本 
296日

韓国 
約120日OECD 

平均36日

OECD. Reviews of Health Care Quality: Japan 2015より  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France（ローランさんによると 
現実はフランス全体では約25日) 



非任意入院者(強制入院)ヨーロッパ諸国と 
日本の比較　人口100万人対：2000年
ポルトガル
フランス
イタリア

デンマーク
オランダ
ベルギー
イギリス

アイルランド
ルクセンブルグ
スウェーデン

ドイツ
フィンランド
欧州平均

日本2000年
日本2013年

0 200 400 600 800 1,000 1,200

1,087
896

73
218
175

114
93
74
48
47
44
34
11
11
6

第１回　保護者制度・入院制度に関する作業チーム　 2011年1月7日参考資料2「海外における入院医療に関して」の数値をグラフ化 
イタリアは法によりTSO(強制的医療介入もある病床)の基準は人口10万人あたり7～10人であり同研究とあわせて推定。病床数なので
実際はもっと少ない。日本は厚生労働省630調査データより有我が計算。年々増加。（有我譲慶）

(推定:注参照)

日本の強制入院は欧州の１０数倍
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深刻化する精神科の人権状況 
強制入院・隔離・身体拘束、閉鎖病棟

・措置入院、医療保護入院の届出件数は１６年間で２倍 
・隔離件数は１０年で33%増（2014年630調査）  
・身体拘束は１０年で２倍増（2014年630調査） 
・強制入院率は欧州の３～４倍 
・人口あたりでは欧州のおよそ１５倍の強制入院件数 
・強制入院のチェックは形式的で権利擁護制度は機能せず 
・精神科医療の人権は危機的状況。無権利状態に近い 
・厚生労働省も専門職組織も解決に本腰を入れず深刻化 

・なぜ一直線に増加し続けるのか？  48



1999→2015年で措置・医療保護入院とも２倍に

措置入院：3,575→7,106  
医療保護入院：85,305→177,365

  49

精神科救急病棟の施設基準 
年間の措置入院受け入れが３０件以上（現在２０件以上）または地域の1/4以上 
新規入院患者の6割以上が非自発的入院（任意入院でない入院）



4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000

 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年

7,741 7,673
8,097

8,567
8,247 8,456

8,800
9,132 9,283

9,791 9,883
10,089 9,935

10,411

12,817

5,109 5,242
5,623

6,008

6,786

8,057 8,193

8,930
9,254

9,695
10,229

10,673
10,298

10,933

12,528

隔離・身体拘束件数の増加 
2004年発足の行動制限最小化委員会は効果なく危機的状況　  

精神科救急、高齢者、合併症の増加が背景か件数/日

　　　 
14年で隔離66％増

身体拘束145%増

６３０調査

WHO原則：身体拘束は4時間以内　イギリス：器具による
身体拘束禁止 イタリア：精神科救急の２割で身体拘束せず  50

有我の私見：一人付き添えたら 
直ちに８～９割の隔離・拘束は不要



4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年

4,794

5,698 6,059

7,188

8,304

9,294
9,867

11,219

12,200

13,051
13,558

14,101

15,021

16,932

17,887
18,489

10,393 10,242 10,272 10,341 10,446 10,443 10,493 10,672 10,727 10,812 10,973 11,135 11,116
11,565 11,785 11,628

12,442

保護室(隔離室) 施錠できる個室

隔離室＋外から施錠できる個室が１４年で倍増

＜WHO精神保健ケア法10原則に逆行する日本＞ 
　４．精神保健ケアにおける最小規制の原則 

　　指針：隔離室の段階的廃止と新規設置の禁止

 
1996年　精神科急性期病棟新設 
2002年　精神科救急病棟（スーパー救急）新設 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精神保健福祉資料６３０調査



任意入院者の閉鎖病棟処遇が増加
(8時間以上閉鎖)

5 0 %

5 2 %

5 4 %

5 6 %

5 8 %

6 0 %

04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年

任意入院は「原則開放処遇」：精神保健福祉法  52

59.5% 
92,301人

精神保健福祉資料６３０調査



20年以上
9%

10年～20年未満
10%

5年～10年未満
14%

1年～5年未満
28%

1年未満
38%

入院者の年齢構成と平均在院日数  
2017年　630患者調査

７５歳以上
33%

６５歳以～５歳未満
26%

４０歳～６５歳未満
34%

２０歳～４０歳未満
7%

２０歳未満
1%

65歳以上 
1990年 22%→2017年 59%

入院者284,172人のうち 
　　５年以上　94,000人

!53
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9%

11%

14%

29%

37%

１年未満 1年～５年未満
５年～10年未満 10年～20年未満
20年以上

5%

76%

19%

１年以下 1年～５年以下 ５年以上

入所受刑者の刑期 精神病院の入院期間

107,319

82,662

96,425

3,734

14,568

963

!55受刑者 44,911人 2016年版 犯罪白書 入院者 286,406人 2016年

自由を制限された人々 受刑者より入院期間は長い



７～１０万人の社会的入院は人権侵害である 
 
住まいがない 
支援者がいない 
在宅医療が保障されない 
家族への負担が増大する 
病院に空床を作るわけには行かない 
無理解と偏見など 

社会的理由があっての長期収容である。 
したがって、貴重な人生の時間が失われ、 
自己実現の機会が得られないという意味で、 
人権侵害である　　　　（読売新聞　原昌平氏）  56

福島原発事故で病院が廃院となり 
４０年の入院を経て退院した時男さん

動画「長すぎた入院」 
https://dai.ly/x6ehbd1 



人としての尊厳と自由
人生の危機、人間的苦悩の極限としての精神症状 
「狂気とは深い苦しみに裏打ちされた表現」 
「生きる苦悩の最大化した状態」 

誰もが狂気から自由ではあり得ない。人の一部
であることを認める。「頭がおかしくなりそう」
な苦悩は誰でもあり得ること 
 
症状ではなく「ニーズ」に対応する
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障害者権利条約に反する現実
• 12条3　障害者がその法的能力の行使に当たって必要とす
る支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる　 
• 14条1b　不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、い
かなる自由の剥奪も法律に従って行われること及びいかな
る場合においても自由の剥奪が障害の存在によって正当化
されないこと 
• 15条　拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つけ
る取扱い若しくは刑罰からの自由 
• 16条　搾取、暴力及び虐待からの自由 
• 19条　どこで誰と生活するかを選択する機会を有すること
並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと



障害者権利条約
第十四条　身体の自由及び安全 

1　締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のこと
を確保する。  

(a)　身体の自由及び安全についての権利を享有すること。  
(b)　不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剥奪
も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剥奪が
障害の存在によって正当化されないこと。  

2　締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合で
あっても、当該障害者が、他の者との平等を基礎として国際人権法によ
る保障を受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及び原則に従っ
て取り扱われること（合理的配慮の提供によるものを含む。）を確保す
る。  !59



第十五条　拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い
若しくは刑罰からの自由 

1　いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つけ
る取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な
同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。  

2　締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐
な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けるこ
とがないようにするため、全ての効果的な立法上、行政上、司法上その
他の措置をとる。  

障害者権利条約

!60



障害者権利条約　第33条
2 …締約国は、当該仕組みを指定し又は設置する場合には、人権の保
護及び促進のための国内機関の地位及び機能に関する原則を考慮に入
れる。  
 
3 市民社会、特に、障害のある人及び障害のある人を代表する団体
は、監視〔モニタリン グ〕の過程に完全に関与し、かつ、参加する。
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尊厳が守られ、安心してかかれ
る精神医療、地域精神保健を

閉鎖病棟に閉じこめられ、拒否権もない強制医療、隔離・身体拘束 
ベッドは人が休むためのもので、縛りつけるものではない 
人間は自由に動き生活するものだ。身体拘束は人間をモノ扱いすること 
精神医療の「常識」は世間の非常識、世間の常識は精神科では「非常識」 
精神科医療の「常識」を疑おう、違和感や疑問には理由がある 

日本の精神医療は、尊厳を無視した法とシステムの精神医療は傷つき体
験を生み、収容する構造 
間違った枠組みをマジメに押し進めるほど矛盾が大きくなり、入院者、
精神医療にかかる人への被害は大きくなる

!63



障害者権利条約に反する現実
• 12条3　障害者がその法的能力の行使に当たって必要とす
る支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる　 
• 14条1b　不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、い
かなる自由の剥奪も法律に従って行われること及びいかな
る場合においても自由の剥奪が障害の存在によって正当化
されないこと 
• 15条　拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つけ
る取扱い若しくは刑罰からの自由 
• 16条　搾取、暴力及び虐待からの自由 
• 19条　どこで誰と生活するかを選択する機会を有すること
並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと



障害者権利条約
第十四条　身体の自由及び安全 

1　締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のこと
を確保する。  

(a)　身体の自由及び安全についての権利を享有すること。  
(b)　不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剥奪
も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剥奪が
障害の存在によって正当化されないこと。  

2　締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合で
あっても、当該障害者が、他の者との平等を基礎として国際人権法によ
る保障を受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及び原則に従っ
て取り扱われること（合理的配慮の提供によるものを含む。）を確保す
る。  !65



第十五条　拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い
若しくは刑罰からの自由 

1　いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つけ
る取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な
同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。  

2　締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐
な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けるこ
とがないようにするため、全ての効果的な立法上、行政上、司法上その
他の措置をとる。  

障害者権利条約
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障害者権利条約　第33条
2 …締約国は、当該仕組みを指定し又は設置する場合には、人権の保
護及び促進のための国内機関の地位及び機能に関する原則を考慮に入
れる。  
 
3 市民社会、特に、障害のある人及び障害のある人を代表する団体
は、監視〔モニタリン グ〕の過程に完全に関与し、かつ、参加する。
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権利擁護制度を機能させる１
日本の精神医療のシステムは患者の権利を奪う構造 
精神保健福祉法自体が、一私人の精神科医などにより 
患者の権利を容易に制限できる仕組みで、 
その適否のチェック機能が実質ない 
 
看護スタッフは尊厳を奪われ傷ついた患者の権利を 
軽視することに慣れてしまい、集団管理の中で虐待は起きやすい 
 
病院や看護部の医療理念と実践が重要 
例：患者の人権、尊厳を守り、権利擁護の仕組みを作る 
　権利擁護活動をする外からの訪問を受け入れる 
　安心してかかれる精神医療の実現を目指す 
　入院中心から地域生活へのケア・支援への転換をはかる、など



権利擁護制度を機能させる２
オンブズマン的な病院訪問の受け入れや 
院内での権利擁護の仕組み 
　例：光愛会第三者委員会（苦情処理にとどまらず第三者が
相談に応じて、第三者による委員会で検討する） 
 
意識して転換させるという志向がとても重要 
・医療機関のリーダーシップ 
・現場のモチベーション 
・医療機関内の民主的な関係が重要 

機能する権利擁護制度が必要　 
第三者による権利擁護制度　  
医療保護入院自体を廃止方向で見直す


